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令和７年第２回中央広域環境施設組合議会定例会会議録 

 

招集年月日 令和７年１０月７日（火曜日） 

 

招集場所 中央広域環境センター管理棟２階大会議室 

 

出席議員 １３名 

      １番  笠 井 安 之      ２番  三 浦 三 一 

３番 木 村 松 雄      ４番 吉 田   稔       

 ５番  松 村 幸 治      ６番  藤 本 功 男 

７番  後 藤   修      ８番  北 上 正 弘 

９番  水 口 昭 彦     １０番  奥 尾 周 二 

１２番  坂 東 泰 幸     １３番  鈴 木 幸 三     

１４番 安 田 孝 子       

 

欠席議員 １１番  松 浦   昶       

 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

管 理 者    町 田 寿 人    副 管 理 者  東 根 弘 幸    

副 管 理 者    松 田 卓 男    監 査 委 員  森     清  

会計管理者  清 田 美恵子    総 務 局 長  曽 我 部  勉 

総 務 課 長  岡 本   裕 

 

 

職務のため会議に出席した者の職氏名 

業務課課長補佐  渡 辺 大 輔    総務課課長補佐    小 松 真一郎 

施設整備課係長  三 木   聡    施設整備課主任  石 川   俊        

総務課主任  東 根 弘 憲 
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午後１時３０分 開会 

 

○議長（水口昭彦君） 

 皆様、こんにちは。本日は、令和７年第２回中央広域環境施設組合議会定例

会にご参集いただき、ありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は１３名で、定足数に達しております。 

よって、令和７年第２回中央広域環境施設組合議会定例会は成立いたしまし

たので、開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。はじめに報告事項を申し上げます。本日の

定例会に１１番、松浦昶議員から欠席する旨、届け出がありましたのでご報告

いたします。 

  これより、本日の日程に入ります。本日の日程は、お手元に配布いたしまし

たとおりでございます。ご了承を願います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（水口昭彦君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長におい

て、５番松村幸治君、１３番鈴木幸三君の両名を指名いたします。 

 

 ～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（水口昭彦君） 

日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１日限りといたしたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（水口昭彦君） 

ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日１日限りと決定いた

しました。 

これより審議にはいります。管理者よりあいさつ並びに提案理由の説明を求

めます。 

 

 



- 4 - 

 

○管理者（町田寿人君） 

皆さん、こんにちは。開会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げま

す。本日は、令和７年第２回中央広域環境施設組合議会定例会を招集させてい

ただきましたところ、議員各位におかれましては公私ともに大変お忙しい中、

ご出席を賜り、誠にありがとうございます。また、日頃は組合運営におきまし

て格別のご理解とご協力を賜っておりますことに、重ねてお礼を申し上げま

す。 

さて現在、中央広域環境センターにつきましては、先般の組合議会臨時会で

も申し上げましたとおり、７月に従来のサーモセレクト方式による焼却処理を 

停止させていただき、積替保管のうえ、山口県萩市への搬出を始めさせていた

だいており、現在順調に稼動しております。この積替保管の期間におきまして

も、周辺住民の皆様に対しましては、引き続き適切な説明を続けていきたいと

思っております。 

次に、新ごみ処理施設整備事業におきましては、令和１０年３月をもって、

板野町が組合を脱退するということになりました。今後は、阿波市と上板町の

１市１町で事業推進をすることとし、先月の９月２２日、組合議会臨時会にお

いて、用地賃借料と敷地造成工事の補正予算のご承認を頂いたところでござい

ます。現在、用地の賃貸借契約の手続及び工事の発注に向けた入札準備を、早

急に進めているところでございます。今後におきましても、安全で安心したご

み処理が私ども行政に求められる責務であると考えておりますので、組合議員

各位におかれましては、改めて格別のご支援、ご協力を賜りますようお願い申

し上げます。 

それでは、本日の提案理由についてご説明を申し上げます。今定例会に提出

しております案件は、令和６年度一般会計決算認定、令和７年度一般会計補正

予算第３号の２件でございます。 

まず、議第１６号、令和６年度中央広域環境施設組合一般会計歳入歳出決算

認定については、地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、監査委員の審

査に付しましたので、同条第３項の規定により議会の認定に付するものでござ

います。 

次に、議第１７号、令和７年度中央広域環境施設組合一般会計補正予算第３

号については、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億９,６０

７万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５億７７万４

千円とするものでございます。 

補正予算の主な内容は、総務費の印刷製本費に係る費用の補正と、令和６年

度決算に伴う剰余金を基金へ積み立て、また、吉野川市分を還付するものでご

ざいます。 

以上、概略をご説明申し上げましたが個々の詳細につきましては、議事の進
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行に伴い、ご説明を申し上げてまいりたいと思います。 

今回、提案をさせていただきました議案につきましては、当組合を運営する

にあたり重要な案件でございますので、十分ご審議の上、原案どおりご承認く

ださいますよう、お願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。よろ

しくお願いいたします。 

 

○議長（水口昭彦君） 

以上で、提案理由の説明が終わりました。 

それでは、日程第３、議第１６号、令和６年度中央広域環境施設組合一般会

計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 

事務局の補足説明を求めます。 

 

○総務課長（岡本裕君） 

議長、岡本総務課長。 

 

○議長（水口昭彦君） 

岡本総務課長。 

 

○総務課長（岡本裕君） 

失礼いたします。議第１６号、令和６年度中央広域環境施設組合一般会計 

歳入歳出決算認定について、補足説明をさせていただきます。議案書の議第１

６号をご覧ください。地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度

中央広域環境施設組合一般会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見 

を付けて議会の認定に付するものでございます。 

それでは、歳入歳出決算書の２ページ、３ページをお願いします。歳入から

ご説明いたします。１款、分担金及び負担金、予算現額２１億７,３６６万

円。収入済額２０億５６８万円。２款、使用料及び手数料、予算現額５,６６

８万３,０００円。収入済額５,６９０万１,９００円。３款、財産収入、予算

現額８０万６,０００円。収入済額８０万５,０４３円。４款、繰入金、予算現

額１,０４４万円。収入済額１,０４４万円。５款、繰越金、予算現額３億７,

５３７万２,０００円。収入済額３億７,５３７万２,７１２円。６款、諸収

入、予算現額１０５万２,０００円。収入済額１６１万２,８５５円。７款、国

庫支出金、予算現額５６８万円。収入済額０円。歳入合計としまして、予算現

額  ２６億２,３６９万３,０００円。収入済額２４億５,０８１万２,５１０円

でございます。 

４ページ、５ページをお願いします。歳出でございます。１款、議会費、予

算現額４２万円。支出済額４１万６,９７３円。不用額３,０２７円。２款、総



- 6 - 

 

務費、予算現額９,３６３万１,０００円。支出済額８,８４３万２,８２７円。 

不用額５１９万８,１７３円。３款、衛生費、予算現額２２億５６０万７,００

０円。支出済額１８億３,３２８万３,７４８円。翌年度繰越額１億９,０１６

万７,０００円。不用額１億８,２１５万６,２５２円。４款、公債費、予算現

額１,０６０万７,０００円。支出済額１,０４３万８,０１２円。不用額１６万

８,９８８円。５款、諸支出金、予算現額３億３２５万１,０００円。支出済額 

３億３２５万４３円。不用額９５７円。６款、予備費、予算現額１,０１７万

７,０００円。支出済額０円。不用額１,０１７万７,０００円。歳出合計とし

まして予算現額２６億２,３６９万３,０００円。支出済額２２億３,５８２万

１,６０３円でございます。 

６ページをお願いします。歳入決算額２４億５,０８１万２,５１０円。歳出

決算額２２億３,５８２万１,６０３円。歳入歳出差引額２億１,４９９万９０

７円でございます。 

８ページ、９ページをお願いします。事項別明細書の歳入でございます。１

款、１項、１目、負担金、予算現額２１億７,３６６万円。収入済額２０億５

６８万円。各構成市町の内訳は備考欄に明記されておりますとおりでございま

す。ご高覧いただければと思います。２款、１項、１目、衛生手数料、予算現

額５,６６８万３,０００円。収入済額５,６９０万１,９００円。これは、一般

廃棄物ごみ収集許可業者が当中央広域環境センターにごみを搬入する際に納め

ていただく、ごみ処理手数料でございます。３款、１項、１目、利子及び配当

金、予算現額８０万６,０００円。収入済額８０万５,０４３円。これは財政調

整基金と一般廃棄物処理施設整備基金の利子でございます。内訳は備考欄にあ

るとおりでございます。４款、１項、１目、財政調整基金繰入金、予算現額

１,０４４万円。収入済額１,０４４万円。これは災害復旧事業債償還のために

財政調整基金を取り崩し、一般会計に繰り入れたものでございます。  

１０ページ、１１ページをお願いします。５款、１項、１目、繰越金、予算

現額３億７,５３７万２,０００円。収入済額３億７,５３７万２,７１２円。こ

れは、前年度からの繰越金及び繰越明許費でございます。６款、１項、１目、 

預金利子、予算現額１万円。収入済額４４万２,５９０円。歳計現金の預金利

子でございます。６款、２項、１目、雑入、予算現額１０４万２,０００円。 

収入済額１１７万２６５円。内訳は備考欄にございます。主なものとしまして

は、副産物売払収入と資源化物売払収入でございます。７款、１項、１目、衛

生費国庫補助金、予算現額５６８万円。収入済額０円。以上、歳入の収入済額

合計は２４億５,０８１万２,５１０円でございます。 

１２ページ、１３ページをお願いします。続きまして、歳出についてご説明

させていただきます。１款、１項、１目、議会費、予算現額４２万円。支出済

額４１万６,９７３円。不用額３,０２７円。主に、組合議員の報酬でございま
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す。２款、１項、１目、一般管理費、予算現額９,３２２万８,０００円。支出

済額８,８１５万８,８８９円。不用額５０６万９,１１１円。主に職員給与、

構成市町からの派遣職員負担金などの人件費でございます。 

１４ページ、１５ページをお願いします。２款、２項、１目、監査委員費、

予算現額４０万３,０００円。支出済額２７万３,９３８円。不用額１２万９,

０６２円。主に監査委員の報酬でございます。 

１６ページ、１７ページをお願いします。３款、１項、１目、塵芥処理費、

予算現額２０億８,６３３万２,０００円。支出済額１７億６,１７０万５,２６

２円。翌年度繰越額の繰越明許費１億６,７９８万円。不用額１億５,６６４万

６,７３８円。支出額が大きい項目といたしまして、まず１０節、需用費でご

ざいます。予算現額８億８,７１３万３,０００円。支出済額７億６,３２３万

１,６６１円。不用額１億２,３９０万１,３３９円。詳細といたしましては備

考欄に掲載してるとおりでございますが、主なものとして消耗品費で、薬品代

や消耗器材代などで２億２,８２４万１,７０９円。次に燃料費ですが、これは

主にＬＮＧで１億７,４４４万１,２８０円。そして光熱水費が３億５,９１８

万９,３１４円でございます。次に１２節、委託料、予算現額９億１,７２６万

９,０００円。支出済額８億４,８２４万３,５４０円。翌年度繰越額の繰越明

許費３,７１８万円。不用額３,１８４万５,４６０円。詳細といたしましては

備考欄に掲載してるとおりでございますが、主なものとしては中央広域環境セ

ンターの運転・整備、周辺の環境調査業務、副産物運搬並びにリサイクル処理

業務などでございます。次に１４節、工事請負費、予算現額１億３,７５０万

円。支出済額４,９７０万円。翌年度繰越額の繰越明許費８,７８０万円。不用

額０円。これは積替保管施設改造工事でございます。次に１８節、負担金補助

及び交付金、予算現額１億４,３００万円。支出済額１億円。翌年度繰越額の

繰越明許費４,３００万円。不用額０円。これは積替保管施設整備事業に係る 

運搬車両確保負担金でございます。 

１８ページ、１９ページをお願いします。３款、１項、２目、ごみ処理施設

建設費、予算現額１億１,９２７万５,０００円。支出済額７,１５７万８,４８

６円。翌年度繰越額の繰越明許費２,２１８万７,０００円。不用額２,５５０

万９,５１４円。主なものとしましては、新ごみ処理施設整備に係る委託料、

構成市町派遣職員人件費負担金及び新ごみ処理施設整備に伴う負担金などでご

ざいます。４款、１項、公債費、予算現額１,０６０万７,０００円。支出済額 

１,０４３万８,０１２円。不用額１６万８,９８８円。これは災害復旧事業債

の償還金でございますが、令和６年度で繰上償還を行ったものでございます。 

２０ページ、２１ページをお願いします。５款、１項、１目、基金費、予算

現額３億３２５万１,０００円。支出済額３億３２５万４３円。不用額９５７

円。これは、令和５年度からの繰越金及び運用益を財政調整基金と一般廃棄物 
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処理施設整備基金に積み立てたものでございます。６款、１項、１目、予備

費、予算現額１,０１７万７,０００円につきましては支出がございませんでし

た。以上、歳出の支出済額合計は２２億３,５８２万１,６０３円でございま

す。 

２２ページをお願いします。実質収支に関する調書でございます。歳入総

額、歳出総額、歳入歳出差引額は、ご説明を申し上げたとおりでございます。 

翌年度へ繰り越すべき財源、繰越明許費繰越額１,６５０万７千円。実質収支

額は１億９,８４８万３,９０７円。また、実質収支額のうち地方自治法第２３

３条の２の規定による基金繰入額はございません。 

２４ページ、２５ページをお願いします。財産に関する調書でございます。 

１公有財産及び２物品は令和６年度中の移動はございません。３基金のうち財

政調整基金は災害復旧事業債償還分を取り崩しており、決算年度末現在高は２

億７,５２０万５,５０８円となっております。次に、一般廃棄物処理施設整備

基金は令和５年度からの繰越金を積み増し、決算年度末現在高は６億６,２０

２万４,２８１円となっており、合計で決算年度末現在高は９億３,７２２万

９,７８９円でございます。 

２６ページ、２７ページをお願いします。令和６年度における主要な施策の

成果に関する説明書でございます。上から中央広域環境施設組合周辺地域活性

化交付金、環境センター運転業務、整備業務、環境調査業務は例年どおりの事

業でございます。次に、積替保管施設整備事業１億４,９９０万９千円は、積

替保管施設改造工事及び運搬車両確保負担金等でございます。最後に、新ごみ

処理施設整備事業７,１５７万８千円はプラスチック資源循環法対応検討業務

及び新ごみ処理施設整備に伴う負担金等でございます。 

以上で、令和６年度中央広域環境施設組合一般会計歳入歳出決算認定につい

ての補足説明とさせていただきます。ご審査のほど、よろしくお願いいたしま

す。以上です。 

 

○議長（水口昭彦君） 

ただいま事務局より説明がありましたが、議第１６号、令和６年度中央広域 

環境施設組合一般会計歳入歳出決算認定については、事前に監査を受けており

ます。森代表監査委員に監査の報告を求めます。 

 

○監査委員（森清君） 

議長。 

 

○議長（水口昭彦君） 

森監査委員。 
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○監査委員（森清君） 

着座にてご報告させていただきます。令和６年度中央広域環境施設組合一般

会計歳入歳出決算及び審査意見について、地方自治法第２３３条第２項及び第

２４１条第５項の規定により、審査に付された令和６年度中央広域環境施設組

合関係一般会計歳入歳出決算及び証書類、その他政令で定める書類並びに基金

の運用状況を示す書類について、審査した結果を報告いたします。 

意見書の１ページをご覧ください。第１の審査の対象は、令和６年度中央広

域環境施設組合一般会計歳入歳出決算で、第２の審査の期間は、令和７年８月

６日から令和７年９月１７日までです。第３の審査の方法は、審査に付された

一般会計歳入歳出決算書並びに付属書類、現金出納保管状況調書及び基金の運

用状況調書が、財政状態を適正に表示し、かつ正確に記録されているか否かを

検証するために、関係諸帳簿及び証拠書類と照合し、必要に応じて決算資料の

提出を求めるとともに、関係職員の説明を聴取し、併せて定期監査及び出納検

査の結果も考慮に入れて審査を行いました。第４の審査の結果は、審査に付さ

れた一般会計歳入歳出決算書及び付属書類は適正に調整され、誤りのないもの

であり、決算における計数は正確で内容についても正当であると認められた。

また、予算の執行及び関連する事務の処理は適正に行われているものと認めら

れた。 

次に、意見書の２ページから１０ページまでにつきましては、決算の概要に

ついて記載しておりますので、ご高覧いただけたらと存じます。 

最後に、総合意見を述べさせていただきますので、１１ページをご覧くださ

い。以上、当組合の決算審査の中身について簡単に触れてきた。最後に総合意

見として気づいた点をいくつか提言しておきたいと思います。 

まず、今後の財政運営にあたり、歳入関係については、適正な額の予算化、

適時の調定、納付期限内の収納及び速やかな現金収納手続きなど、適正な事務

処理が履行されるように努めていただきたい。 

次に、歳出関係については、限られた財源をもとに効率的かつ効果的に活用

できるよう、あらゆる支出の必要性と金額の妥当性を厳しく検証し、適切な執

行に努めることが重要である。引き続き当組合を構成する自治体と連携して、

ごみ処理経費の削減に努めていただきたい。 

改めて、当組合を構成する自治体には、今後ともごみの減量化に努めていた

だき、当組合自身にはなお一層、有効な方法を考え、必要経費の削減に努めて

いただきたい。この施設は、平成１７年８月１日の稼働以来２０年以上が経過

している。新施設への移行は当初の予定より大幅に遅れるが、事業が円滑に進

むよう当組合と構成自治体の協力と、関係各位のご助力をお願いしたい。さら

には、当組合と特に近隣住民との関係は常に大切にしていただきたい。そのた

めには、普段から正確な情報公開と説明責任を当組合は行わなければならない
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と考える。 

以上、令和６年度中央広域環境施設組合一般会計歳入歳出決算及び審査意見

についての報告でございます。よろしくお願い申し上げます。以上です。 

 

○議長（水口昭彦君） 

以上で、補足説明及び監査の報告が終わりました。これより本案に対する質

疑を行います。ご質疑はございませんか。 

 

〇議員（後藤修君） 

議長。 

 

○議長（水口昭彦君） 

７番、後藤議員。 

 

〇議員（後藤修君） 

１５ページの樹木等管理清掃業務委託料、約４００万円と周辺地域活性化交

付金１６５万６千円の内訳内容。それと、１７ページの運搬車両確保負担金１

億円の詳細。以上３点について教えていただきたいです。 

 

○総務課長（岡本裕君） 

議長、岡本総務課長。 

 

○議長（水口昭彦君） 

岡本総務課長。 

 

○総務課長（岡本裕君） 

失礼いたします。まず、樹木等管理清掃業務委託料についてですが、業務内

容としましては、本センター敷地内の除草、芝刈り、落ち葉及びごみの回収、

樹木等の剪定、消毒、潅水に関する業務です。基本的に月曜日から金曜日の午

前８時から午後５時までの間とし、１日の業務時間は１人２時間で６名程度と

しております。令和６年度の本業務委託料は前年度と比べまして１０万４,７

０１円の減となりました。作業単価は、特定非営利活動法人宮川内谷川を良く

する会及び公益社団法人阿波市シルバー人材センターから徴収した見積書によ

り算出し、徳島労働局が定める徳島最低賃金を下回らないよう決定しておりま

す。なお、令和６年度単価は９００円となっております。４００万円を超えて

いる理由としましては、作業単価を先ほども申し上げました労働局が定める最

低賃金及び徳島県土木工事設計材料単価を考慮して算出しておりますが、最低
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賃金や労務単価が年々増加していることが原因となっております。 

続きまして、周辺地域活性化交付金についてお答えします。交付金の趣旨

は、周辺地域との連携を密にすることを目的といたしまして、地域活動の促進

と地域の活性化を図るために活動する自治会に対して、更なる地域活性化の活

動促進のために交付しております。環境センターを中心として、半径１.５Km

に該当する自治会が対象となり、令和６年度は土成地区が１６自治会、５０１

戸、吉野地区が１５自治会、３３１戸。計３１自治会、８３２戸に対して、１

自治会４万円の均等割と、１世帯５００円の世帯割にて、総額１６５万６千円

を交付しています。交付金については、地域活性化のために施設のある限り必

要と考えております。以上でございます。 

 

○総務局長（曽我部勉君） 

議長、曽我部総務局長。 

 

○議長（水口昭彦君） 

曽我部総務局長。 

 

○総務局長（曽我部勉君） 

先ほどご質問いただきました運搬車両確保負担金ですが、こちらは積替保管

整備事業に伴う運搬車両確保費の一部でございます。本年７月２３日から令和

１０年３月３１日までの間、衛生的かつ安全なごみ運搬体制を確保するため、

運搬業務開始前に実施する運搬に関する人員の確保、運搬時の臭気対策のため

の車両の改造やその他準備に必要な準備行為に関するものでございます。令和

６年度は前払い金として１億円を支出したものでございます。以上でございま

す。 

 

〇議員（後藤修君） 

議長。 

 

○議長（水口昭彦君） 

７番、後藤議員。 

 

〇議員（後藤修君） 

概ね理解しました。周辺地域活性化交付金は今後も続くのでしょうか。もう

一点、運搬車両確保負担金は初期投資なんでしょうか。４,３００万円が繰り

越されていますが、まだ使う予定があるということでしょうか。その２点につ

いてお聞きします。 
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○総務局長（曽我部勉君） 

議長、曽我部総務局長。 

 

○議長（水口昭彦君） 

曽我部総務局長。 

 

○総務局長（曽我部勉君） 

まず、周辺地域活性化交付金ですが、令和６年度から土成町と吉野町で地元

説明会を開催しております。現施設を積替保管施設として使わせていただきた

いという説明の中で、周辺対策事業の一部としまして今後も交付させていただ

きますとご説明しております。 

また、運搬車両確保負担金についてですが、総額１億４,３００万円で契約

しておりまして１億円は前払い金、残り４,３００万円は繰り越して令和７年

度の支出となっており、それ以外の支出はございません。以上でございます。 

 

〇議員（後藤修君） 

分かりました。 

 

○議長（水口昭彦君） 

その他、質疑ございませんか。 

 

〇議員（藤本功男君） 

議長。 

 

○議長（水口昭彦君） 

６番、藤本議員。 

 

〇議員（藤本功男君） 

後藤議員からもご質問ありましたが、運搬車両確保負担金は前払い金として

１億円を令和６年度に、残り４,３００万円を今年度に計上しているわけです

が、車両の確保については運搬業者に１億４,３００万円を渡した上で、事業

者の責任で行っていくという理解でよろしいでしょうか。 

 

○総務局長（曽我部勉君）  

議長、曽我部総務局長。 
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○議長（水口昭彦君） 

曽我部総務局長。 

 

○総務局長（曽我部勉君） 

先ほどもご答弁させていただきましたが、今回の費用につきましては運搬期

間中に衛生的かつ安全なごみ運搬体制や人員の確保と臭気対策等の必要な準備

の為の予算となっており、この金額で準備をしていただくというものでござい

ます。以上でございます。 

 

〇議員（藤本功男君） 

議長。 

 

○議長（水口昭彦君） 

６番、藤本議員。 

 

〇議員（藤本功男君） 

もう一点お聞きします。１９ページにプラスチック資源循環法対応検討業務

委託料４９万５,０００円とありますが、こちらについて説明を求めます。 

 

○総務局長（曽我部勉君） 

議長、曽我部総務局長。 

 

○議長（水口昭彦君） 

曽我部総務局長。 

 

○総務局長（曽我部勉君） 

ご質問いただきました、プラスチック資源循環法対応検討業務委託料４９万

５,０００円ですが、これまでもご説明させていただいております固形燃料化

の場合の事業費等について比較し、プラスチック資源循環法の対応の可能性を

検討したものでございます。これらの結果につきましては、本年２月４日に１

市２町の組合議員の皆様にもご出席いただき、ご説明させていただいておりま

す。以上でございます。 

 

 

〇議員（藤本功男君） 

議長。 
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○議長（水口昭彦君） 

６番、藤本議員。 

 

〇議員（藤本功男君） 

内容は理解できました。いわゆるコンサルタント料ということでよろしいで

しょうか。 

 

○総務局長（曽我部勉君） 

議長、曽我部総務局長。 

 

○議長（水口昭彦君） 

曽我部総務局長。 

 

○総務局長（曽我部勉君） 

そのようにご理解いただければと思います。以上でございます。 

 

○議長（水口昭彦君） 

その他、質疑ありますでしょうか。 

 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（水口昭彦君） 

ご質疑がないようでありますので、質疑を打ち切り、直ちに採決いたしま

す。お諮りいたします。日程第３、議第１６号、令和６年度中央広域環境施設

組合一般会計歳入歳出決算認定については、原案のとおり認定することにご異

議ございませんか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（水口昭彦君） 

ご異議なしと認めます。よって､議第１６号、令和６年度中央広域環境施設

組合一般会計歳入歳出決算認定については、これを認定することに決定いたし

ました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（水口昭彦君） 

続きまして、日程第４、議第１７号、令和７年度中央広域環境施設組合一般

会計補正予算第３号についてを議題といたします。 

事務局の補足説明を求めます。 

 

○総務課長（岡本裕君） 

議長、岡本総務課長。 

 

○議長（水口昭彦君） 

岡本総務課長。 

 

○総務課長（岡本裕君） 

失礼いたします。議第１７号、令和７年度中央広域環境施設組合一般会計補

正予算第３号について補足説明をさせていただきます。議第１７号の補正予算

書第３号の１ページをご覧ください。令和７年度中央広域環境施設組合の一般

会計補正予算第３号は次に定めるところによる。第１条、既定の歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ１億９,６０７万３千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３５億７７万４千円とする。第２項、歳入歳出予算の

補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

２ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正の歳入についてでござ

います。５款、１項、繰越金、補正前の額２４１万円。補正額１億９,６０７

万３千円の追加。計１億９,８４８万３千円。歳入合計といたしまして、補正

前の額３３億４７０万１千円。補正額１億９,６０７万３千円の追加。計３５

億７７万４千円でございます。 

続きまして３ページ、歳出でございます。２款、１項、総務管理費、補正前

の額９,６８９万１千円。補正額４４万円の追加。計９,７３３万１千円。３款

１項、清掃費、補正前の額２９億３,７６５万２千円。補正額４４万円の減

額。計２９億３,７２１万２千円。５款、１項、基金費、補正前の額２３３万

６千円。補正額１億２,８８０万５千円の追加。計１億３,１１４万１千円。５

款、２項、還付金、補正前の額２億５,５８８万５千円。補正額６,７２６万８

千円の追加。計３億２,３１５万３千円。歳出合計といたしまして、補正前の

額３３億４７０万１千円。補正額１億９,６０７万３千円の追加。計３５億７

７万４千円でございます。                                                                                                  

１０ページ、１１ページをお願いします。事項別明細書の歳入について、ご

説明させていただきます。５款、１項、１目、繰越金は令和６年度決算による

剰余金につきまして１億９,６０７万３千円を追加するものでございます。 
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１２ページ、１３ページをお願いします。事項別明細書の歳出についてでご

ざいます。２款、１項、１目、一般管理費、１０節の需用費を４４万円の追加

としており、３款、１項、１目、塵芥処理費、１２節の委託料を４４万円の減

額としております。これは総務費の印刷製本費、例規集の加除の分量が当初見

込みより多くなったことにより、予算の組み替えをお願いするものでございま

す。５款、１項、１目、基金費、２４節、積立金が１億２,８８０万５千円の 

追加となっております。これは令和６年度決算剰余金のうち、阿波市、板野

町、上板町分を一般廃棄物処理施設整備基金へ積み立てるというものです。５

款、２項、１目、還付金、２２節、償還金利子及び割引料が６,７２６万８千

円の追加となっております。これは令和６年度決算剰余金のうち、吉野川市へ

還付するものでございます。 

以上で、議第１７号、令和７年度中央広域環境施設組合一般会計補正予算第

３号についての説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いい

たします。以上です。 

 

○議長（水口昭彦君） 

ただいま、事務局より説明がありました。これより本案に対する質疑を行い

ます。ご質疑はございませんか。 

 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（水口昭彦君） 

ご質疑がないようでありますので、質疑を打ち切り、直ちに採決いたしま

す。お諮りいたします。議第１７号、令和７年度中央広域環境施設組合一般会

計補正予算第３号については、原案のとおり決定することにご異議ございませ

んか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（水口昭彦君） 

ご異議なしと認めます。よって、議第１７号、令和７年度中央広域環境施設

組合一般会計補正予算第３号については、原案のとおり可決されました。 

以上で、本定例会に付議された案件の審議は、全て終了いたしました。 

その他、ございませんか。 

 

〇議員（吉田稔君） 

 議長。 
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○議長（水口昭彦君） 

４番、吉田議員。 

 

〇議員（吉田稔君） 

管理者のごあいさつの中にもありましたが、新ごみ処理施設の入札はいつ頃

行われる予定でしょうか。お聞きします。 

 

○総務局長（曽我部勉君） 

議長、曽我部総務局長。 

 

○議長（水口昭彦君） 

曽我部総務局長。 

 

○総務局長（曽我部勉君） 

先日の臨時議会で造成工事に関連する予算を議決いただけましたので、管理

者のごあいさつにもありましたように、準備を進めているところでございま

す。また、施設整備工事につきましては 1市１町にスケールダウンして再算定

中ですので出来次第、進めてまいります。以上でございます。 

 

〇議員（吉田稔君） 

 はい。 

 

○議長（水口昭彦君） 

４番、吉田議員。 

 

〇議員（吉田稔君） 

いつ頃になるかはまだ言えないということでしょうか。 

 

○管理者（町田寿人君） 

議長、町田管理者。 

 

○議長（水口昭彦君） 

町田管理者。 

 

○管理者（町田寿人君） 

曽我部総務局長が申しましたように、造成工事を先に発注するのが一番です

ので、あくまで目途になりますが、年明けを想定していただければと思いま
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す。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（水口昭彦君） 

その他、ございませんか。 

 

〇議員（藤本功男君） 

議長。 

 

○議長（水口昭彦君） 

６番、藤本議員。 

 

〇議員（藤本功男君） 

今般、予算を巡って色々と経緯がありましたが、その過程の中で中央広域環

境施設組合の担当者が２名ほど体調を崩したと聞いております。現在の状態と

その経緯についてご説明いただければ有難いです。 

 

○管理者（町田寿人君） 

議長、町田管理者。 

 

○議長（水口昭彦君） 

町田管理者。 

 

○管理者（町田寿人君） 

藤本議員が仰る通り、中央広域環境施設組合に派遣しております職員２名が

病気療養中というのは事実でございます。病名等については個人情報の関係か

ら伏せさせていただきますが、重い状態ではないとだけ申し上げます。組織体

制については、冒頭のあいさつで申しました通り、１市１町になった経緯や周

辺対策事業など地域住民の方への説明会、並びに阿波町において新ごみ処理施

設の説明会を行わなければなりません。ハードなスケジュールにはなります

が、喫緊に必ず行わなければなりませんので、適材適所の人選をしまして対応

してまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

〇議員（藤本功男君） 

議長。 

 

○議長（水口昭彦君） 

６番、藤本議員。 
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〇議員（藤本功男君） 

難しい業務であることは想像できますが、想像以上に心労が重なった件もあ

るかと思われます。今後、入札や造成工事を含めて、多忙だと思われますので

体制を整えて、職員に過度な負担が掛からないような組織運営をお願いしたい

と思います。以上でございます。 

 

〇議員（後藤修君） 

はい。 

 

○議長（水口昭彦君） 

７番、後藤議員。 

 

〇議員（後藤修君） 

同じ内容になりますが、既に２名の方が療養中ということですが、以前には

退職された方も１名いるという経緯もあります。また、これまで阿波市から派

遣された職員の中に阿波町の者がいないというお話も聞いております。人事の

ことに触れてしまいますが、周辺対策も含めて、地元の者が対応した方が良い

のではないかという市民の意見もありますので、ご検討していただければと思

います。また、上板町の議員の皆さんも疑問点がありましたら、管理者に直接

お聞き出来ますので、ご質問していただければと思います。答弁は結構です。 

 

○議長（水口昭彦君） 

その他、ございませんか。 

 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（水口昭彦君） 

これをもちまして、令和７年第２回中央広域環境施設組合議会定例会を閉会

いたします。みなさま、どうもお疲れさまでした。 

 

 

午後２時２６分 閉会 
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上記のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここ

に署名する。 
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